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令和７年度予算審査特別委員会（第５回） 

 

令和７年３月１１日（火曜日）午前１０時３５分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

議案第８号 令和７年度七飯町一般会計予算 

 議案第９号 令和７年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第１０号 令和７年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第１１号 令和７年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第１２号 令和７年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第１３号 令和７年度七飯町下水道事業会計予算 

 

  １ 各課の聴取について 

２ その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

  委 員 長   上 野 武 彦      副委員長   田 村 敏 郎 

  委  員   澤 出 明 宏      委  員   神 﨑 和 枝 
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  委  員   川 上 弘 一      委  員   佐々木 陵 二 

  委  員   稲 垣 明 美      委  員   中 川 友 規 

  委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦 

  委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（８名） 

   都市住宅課長  川 島 篤 実    土 木 課 長  松 本 博 和 

   上下水道課長  池 田   晃    教育総務課長  磯 場 嘉 和 
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   スポーツ振興課長  髙 橋 雅 貴    学校給食センター長  福 永 嵩 弘 
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○本会議の書記 

   事 務 局 長           広 部 美 幸    書       記  山 本 翔 大 

   書       記  伊 東 宏 樹 
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午前１０時３５分 開議 

○上野委員長 委員会を再開いたします。 

おはようございます。 

 ただいまより令和７年度予算審査特別委員会

第５回目の委員会を開催いたします。 

最初に統括監官兼都市住宅課長、御苦労さまで

す。予算書及び提出資料に基づいて説明をお願

いいたします。 

○川島都市住宅課長 それでは、都市住宅課所

管の令和７年度予算説明をしてまいります。 

 初めに共通様式ナンバー１、事業予算名は建

築指導費になります。ここでは建築基準法事務

及び営繕工事の設計等に係る業務を目的として

おります。予算的には大きな変更がなく、歳入

歳出の具体的な内容については記載のとおりで

す。 

 続きまして共通様式ナンバー２、事業予算名

は建築指導車管理費になります。目的としては

公用車１台分の維持管理で、主に１０節、需用

費、昨年度スタッドレスタイヤ購入分と車検分

の減額となっております。 

 続きまして共通様式ナンバー３、事業予算名

は都市計画総務費になります。事業目的は都市

の健全な発展と秩序ある整備の推進を目的とし

ております。予算的には前年度と比較して大き

な変更はなく、記載のとおりとなっております。

歳入、特定財源は記載のとおりです。 

 共通様式ナンバー４、事業予算名は公園整備

管理費になります。事業目的は都市公園内の維

持管理を目的としており、前年度予算と比較し

て２,７５６万１,０００円の増額となってい

る。主なものとしては、需用費の都市公園等の

上下水道料２２万７,０００円の増額は、今年度

水道料金改定に伴う増額分です。また、各委託

料については、労務単価上昇分、そして工事請

負費の３,０００万円については、総合公園（あ

かまつ公園）の園路の舗装整備、また、大型遊

具を新規で整備してまいりたいというふうに考

えております。そして、負担金補助及び交付金

で、記載の内容で技術講習会参加負担金として

４万円を計上しております。 

 続きまして共通様式ナンバー５、事業予算名

は公園整備連絡車管理費で、主に車検分の増額

となっております。 

 共通様式ナンバー６、事業予算名は都市環境

整備費で、目的としては都市景観の創出と行政

財産の維持管理となっており、前年度予算と比

較して大きな変更はなく、特定財源も含め記載

のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式ナンバー７、項が変わり

事業予算名が公営住宅管理費になります。事業

目的は町営住宅の円滑な維持管理を目的として

いるもので、予算的には前年度と比較して７１

万４,０００円の減額となっている。主な理由に

なりますが、需用費の町営住宅管理、消耗費の

減額等、委託料の項目、２段目になりますが、

町営住宅集計管理業務委託料が減額となってお

ります。また、ここでも負担金補助及び交付金

で記載の技術講習会参加負担金として４万円を

計上しております。 

 続きまして最後に共通様式ナンバー８、事業

予算名が社会資本整備総合交付金事業（公住）

になります。目的としては、長寿命化計画に基

づく効率的で円滑な更新を目的としているもの

で、前年度予算と比較して１,４７８万４,００

０円の増額となっておりますが、主なものとし

ては工事請負費の資材と労務単価の上昇、ま

た、町営住宅空き家除却工事６,１１１万３,０

００円ですが、これについては昨年度繰越明許

事業から令和７年度の当初予算に計上したこと

により増額となっております。そして桜Ｂ団地

長寿命化工事については令和６年度で終了した

ことから減額となっております。特定財源は記

載のとおりです。 

 以上で令和７年度の予算説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより質疑を行います。質問のある方。 

 川村委員。 

○川村委員 一般のナンバー４の工事請負費な

のですけれども、中身は園路整備及び遊具新設

工事なのですけれども、これはちなみに時期的

にいつからいつまでを予定していて、実際工事

の期間は、当然土日とか町民の方が利用すると
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思うのですけれども、その辺はやっている工事

の間は利用できないものなのか、その辺を教え

てください。 

○上野委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまの質問に対して

お答えいたします。まず、この園路整備をする

経過は、毎年やっぱり雨が降った中で赤い土が

流れることで、毎年かかるものに対して舗装を

今考えており、新規整備として約３００メー

ターを予定しております。 

 そして遊具については、大型遊具については

受注発注もあるのですけれども基本的には早い

段階で発注をかけて整備はしてまいりたいと思

います。あと遊びに来る人たちにはある程度周

知しながら整備をしていきたいと思います。 

 これについては道の地域づくり総合交付金を

活用して整備していきたいのですけれども、先

日需要額調査を上げまして、これからヒアリン

グ等始まっていきますので、最終的にこの補助

事業がどうなるかという部分はありますけれど

も、町としては整備をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。そのほか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー７の住宅管理費の中の住

宅の草刈りですが、冬トピアから始まって鳴川

団地跡地になって６５万１,０００円ということ

で、昨年も聞いたような気がするのですけれど

も、あそこはやっぱり七飯町の中心なので、元

の鳴川団地跡地の活用方法の計画は今どのよう

に考えているのか。もう何年も経つのですけれ

ども、前はラーメン屋さんでしたか、駐車場を

お貸ししているということで、歳入は１１万８,

０００円という、この関連でしょうかね。その

辺りを教えてください。 

○上野委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまの御質問に対し

てですけれども、この草刈りについては毎年

やっているものに対してでして、今の質問は今

後どのような土地利用をという部分の質問だと

思いますけれども、実際今はラーメン店舗には

貸しておりますけれども、町としてはあそこを

公住を再整備するという計画には今なっており

ません。そして町としては今後、傾斜で土地利

用を図りにくい場所なのですけれども、その場

所について企業誘致なり、そういう部分を常に

情報共有しながらやっておりますので、その中

でやっぱり一番欠点なのは用途地域の規制の部

分がありますので、その分を計画して土地利用

を進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 分かりました。用途の関係で土地

の絡みがあるということで、インターネットに

も、そしたら何かそういう企業誘致の募集とか

をまだかけていないということですね。 

○上野委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 土地の形状を今改めて精

査した中で、その用途なりそういう部分を整理

した中で、改めて公募の時期が来たら議員の皆

様に情報提供をして進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほかありますか。 

 田村委員。 

○田村副委員長 ナンバー８、長寿命化計画の

関係ですけれども、これから本町上台だとか桜

Ｂ団地を予定しておりますけれども、お聞きし

たいのは例えば長寿命化の要するに改修工事を

しますよという場合の、その実施要件というの

ですか、それはどういうものに基づいて長寿命

化をやっているのかどうか。ほかにもやってき

ましたけれども、改めて今、本町上台だとか桜

Ｂ団地を長寿命化工事をするという、その実施

要件を教えてください。例えば年数が来たから

やりますとか、やる要件というのは何かあるで

しょう。そこら辺を教えてください。 

○上野委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまの質問になりま

すけれども、今年度については本町上台団地を

やっていきます。これについては毎年需要額調

査は来るのですけれども、それ以前に町営住宅
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の長寿命化計画というものがありまして、その

都度軽微な変更なり、それこそ前倒ししてやる

団地がある場合は、それを載せて事前ヒアリン

グした中で予算づけしていくという形になって

おります。 

 そして、今桜団地は終わりますけれども、本

町上台についてはあと３棟ありまして、今後や

るとしたら鳴川高台、大沼団地が改めて長寿命

化計画の中で整理して、実施計画の設計費なり、

そういうものが今後出てくるという形になりま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 田村委員。 

○田村副委員長 長寿命化計画の計画書みたい

なものをお持ちで、その中でいろいろ検討して

いくということですけれども、その長寿命化計

画の実施要項みたいなもの、今言われたとおり、

実施する際の計画書ですね。それは膨大な資料

になるのですか。そうでもないのですか。私ど

ものほうに頂いていましたか。 

○上野委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいま田村委員のほう

から長寿命化計画の計画書が改めて欲しいとい

う意見がありましたので、後ほど印刷して皆様

のお手元に配っていきたいと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。そのほか質問

はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、質疑を終わ

ります。 

 以上で都市住宅課に対する審査を終了します。

統括監兼都市住宅課長、御苦労さまでした。 

次に土木課の審査を行います。 

 土木課長、御苦労さまです。計算書及び提出

資に基づき説明をお願いいたします。 

 土木課長。 

○松本土木課長 それでは、土木課所管の令和

７年度予算につきまして、共通様式に従って説

明させていただきます。 

 共通様式１、事業予算名、土木総務費は、前

年度と比較し大きな変更はなく、記載のとおり

となっております。歳入は記載のとおりとなっ

ております。 

 続きまして共通様式２、事業予算名、土木作

業車管理費は、土木作業車は合計１５台管理し

ており、前年度と比較し主な増減につきまして

は、タイヤ購入費と車検が１１台分となり、修

繕料などが増額となっております。 

 続きまして共通様式３、事業予算名、車両セ

ンター管理費は、前年度と比較し大きな変更は

ありませんが、主にシャッター改修工事分が減

額となっております。 

 続きまして共通様式４、事業予算名、水防セ

ンター管理費は、前年度と比較し大きな変更は

なく、記載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式５、事業予算名、道路橋

梁維持費は、前年度と比較し３００万円ほど増

額となっている。主なものとしまして、工事請

負費で新たに道路照明設備改修工事分が増額と

なっており、その他は前年度実績によるもので、

大きな変更はなく、記載のとおりとなっており

ます。歳入は記載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式６、事業予算名、除排雪

対策費は、前年度と比較し２,７００万円ほど減

額となっております。主なものとしまして、除

雪ドーザーの購入、冬タイヤの購入分が減額と

なっており、人件費、除雪委託料が増額となっ

ております。その他は大きな変更はなく、記載

のとおりとなっております。歳入につきまして

も記載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式７、事業予算名、道路改

良事務費は、前年度と比較し大きな変更はなく、

記載のとおりとなっております。 

 続きまして様式８、事業予算名、町道等単独

改良事業費は、前年度と比較し３,７００万円ほ

ど増額となっております。主なものといたしま

して、工事に関する主要物件調査委託料及び水

道管の移設工事負担金が減額となりましたが、

新設・改良等の工事路線数が、令和６年度には

１７路線に対しまして令和７年度では２２路線

となっております。そのため増額となっており

ます。歳入は記載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式９、事業予算名、道路工
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事連絡車管理費は、公用車２台分に関する維持

管理費で、前年度と比較し、車検費用、修繕料

分が減額となっております。 

 続きまして共通様式１０、事業予算名、社会

資本整備総合交付金事業（道路）は、前年度と

比較し２億１,３００万円ほど減額となっており

ます。社会資本整備総合交付金事業において例

年事業要望をしておりますが、例年内示交付決

定額が少ないため、事業を縮小し実施してお

り、年度末に減額補正していることから、令和

７年度当初予算では、工期や工事の優先度を考

慮し予算計上し、交付金が内示交付決定された

後に補正予算で予算計上する方法で工事を進め

たいと考えております。そのため、令和７年度

については減額となっております。歳入は記載

のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式１１、事業予算名、河川

管理費は、前年度と比較し、４１０万円ほど減

額となっております。主なものといたしまし

て、用地測量委託料、草刈り委託料が減額と

なったことが理由で、そのほか大きな変更はな

く、記載のとおりとなっております。歳入は記

載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式１２、事業予算名、河川

改良事務費は、前年度と比較し大きな変更はな

く、記載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式１３、事業予算名、河川

改良費は、前年度と比較し増減で２,１００万円

ほど減額となっております。主な理由といたし

ましては、軍川下流排水路整備工事について、

予算事業名を変更し、町道等単独改良事業費の

工事で実施するため減額となり、中野川・新道

川環境整備工事分が増額となっております。歳

入は記載のとおりとなっております。 

 最後になりますが、続きまして共通様式１

４・１５、事業予算名、道路等災害復旧事業・

河川災害復旧事業となります。前年度と比較し

変更はありません。 

 以上で土木課所管の令和７年度予算説明を終

わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 すみません、細かいことを幾つか

お聞きします。 

 ナンバー２の中の備品購入費で、これはバッ

テリーが上がったときのスターターのことだと

思うのですけれども、そうですよね。まずそん

なに頻繁にバッテリーが上がっているのかどう

かということをお聞きしたいのです。基本的に

最近のバッテリーというのは、バッテリーが上

がるようになったら充電しても駄目なのですよ

ね。買い換えたほうが間違いないというのはあ

るのですけれども、今バッテリーに関してはど

ういう状況かというのを説明してください。 

 続いてナンバー４。水防センターというのは、

人に貸し出してお金を取れる施設ではないとい

うのはあるのですけれども、例えばあそこの駐

車場を利用して何かイベント的なことで多少な

りともその利用率だとか、できれば何か使用料

が入るようなことというのは、全く考えられな

いのかどうかというのをお尋ねしたいです。 

 それからナンバー１３ですが、これは河川の

環境整備という工事名になっているのですが、

何をどうするのか、全部ではなくてもいいです

けれども、具体的に説明をお願いしたいと思い

ます。 

○上野委員長 土木課長。 

○松本土木課長 それでは、共通様式２番の

バッテリーについて御説明申し上げます。バッ

テリーにつきましては小型の補助用の除雪ドー

ザーが５台ありまして、それは夏場は使わない

ものですから、秋場に除雪に対して準備する段

階にそういうエンジンがかからないという状況

がありますので、その時に使用したいなと思っ

て購入を予定しております。 

 続きましてナンバー４の水防センターですけ

れども、確かに見学者が少ない状況にあります

が、駐車場を利用した防災の見学者に対して防

災に関するイベントなり等も検討しながら、有

効的な駐車場の管理等も前向きに考えていきた

いなと考えております。 

 あとナンバー１３の河川改良費の中野川環境
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整備工事と新道川環境整備の事業内容でござい

ますが、中野川の環境整備につきましては河川

氾濫の予防からスライドゲートを設置したいな

と考えております。また、新道川の環境整備に

つきましても、コンクリート護岸でして、護岸

が痛んでいるところがありますので、その辺を

３９メートルほど改修したいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー１３だけお聞きしますけ

れども、ゲートをつける、ゲートだけつけて大

丈夫なのですか。今ゲートがなくてつけるとい

う話なのか、それともあるゲートを調子が悪い

ので作り直すという話なのか、その説明をお願

いします。 

 それから、新道川の護岸が３９メーター傷ん

でいるということですか。それを直すというこ

とであれば、まあ環境整備というこの環境をど

うとるかなのですけれども、周りの人たちの環

境という意味であれば、普通にただ一番安いブ

ロックを積んだり何だりというのはあるのです

けれども、川自体を何か動植物のために環境を

よくするための事業という意味なのか、そこの

説明もお願いしたいと思います。 

○上野委員長 土木課長。 

○松本土木課長 それではまず中野川の部分で

すけれども、現在スライドゲートは設置されて

おります。そこの部分で痛んでいてゲートの開

け閉めがうまくいかないというところもありま

して、その辺を改めて改修する工事となってお

ります。 

 新道川につきましては、まず護岸の改修とい

うことで、しゅんせつも含めて自然環境に配慮

した形での護岸工事をしていきたいなと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー８番で、道路橋梁を新

設・改良しということで、５か年計画とかをさ

れているかなと思うのですけれども、５路線も

多く今年は頑張って直していただけるというこ

とですけれども、先ほど田村議員からもありま

したけれども、この５か年計画の計画的なもの

は議会のほうに提出されていましたでしょうか。

５か年計画が終わってからどこがどうやるとい

う計画は。それは後で確認して、もしなければ

発行していただきたいなと思うところでござい

ます。どの辺まで計画が進んでいるかというよ

うなところと。 

 あと、先ほど道の交付決定ということで、こ

れは道のほうからどのくらいの割合で歳入が

入ってくるのかどうなのかというところを教え

ていただきたいなと思います。 

○上野委員長 土木課長。 

○松本土木課長 まず５か年計画につきまして

は、今は第１１次の５か年計画ということで、

令和２年度から令和６年度までの計画となって

おりまして、令和７年度につきましては今作成

して、令和７年度からやる予定でおります。 

それと、もう１点の道の交付金というのは社会

資本整備のことでしょうか。 

○神﨑委員 道からのそういう歳入というのは

入らないということでいいのでしょうか。 

 それと、もしできましたら計画を議会のほう

に提出していただきたいなと思いますけれども、

その点もお願いいたします。 

○上野委員長 土木課長。 

○松本土木課長 まず歳入のほうにつきまして

は町単費となります。ただ、緊急自然災害防止

対策事業債という事業債を使って実施する形に

なっております。この事業債は充当率１００％

で、７０％が交付税として措置されるという事

業債を使って整備いたします。 

 あと、５か年計画については７年度を今作成

しておりますので、７年度ができ次第お示しす

るような形でもよろしいでしょうか。 

○神﨑委員 お願いします。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、土木課に対
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する質疑を終了したいと思います。 

 土木課長、御苦労さまでした。 

 １５分まで休憩いたします。 

午前１１時０２分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○上野委員長 それでは、次に上下水道課の審

査を行います。 

 上下水道課長、御苦労さまです。予算書及び

提出資料に基づき説明をお願いします。 

 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 それでは、上下水道課分

の水道事業会計（議案第１２号）及び下水道事

業会計（議案第１３号）の令和７年度当初予算

について御説明させていただきます。 

 初めに、水道事業会計から御説明させていた

だきます。事業収益は６億３,０４５万円、前年

度比９,９９２万４,０００円の増、事業費用は

４億９,９８５万円、４,１６９万７,０００円の

増、資本的収入は４億３,６２５万３,０００

円、前年度比７３９万５,０００円の減、資本的

支出は６億２,７８５万７,０００円で、前年度

比９１万７,０００円の減とするものでございま

す。 

 それでは、指定された共通様式、水道事業の

収益的収入及び支出３条と、資本的収入及び支

出４条の順番で御説明させていただきます。 

 ナンバー１、事業予算名、原水及び浄水費

は、予算額４,３１５万５,０００円、前年度比

０.８％、３５万６,０００円の減で、主な増減

理由は記載のとおりとなってございます。 

 次にナンバー２、事業予算名、配水及び給水

費は、予算額８,２５１万３,０００円、前年度

比２３.４％、１,５６３万６,０００円の増で、

主な増減理由も記載のとおりとなってございま

す。 

 次にナンバー３、事業予算名、受託工事費は

前年度と変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー４、事業予算名、業務費は、予算額

４,２６１万５,０００円、前年度比１.２％、５

０万４,０００円の増で、主な増減理由は記載の

とおりとなっております。 

 次にナンバー５、事業予算名、総係費は、予

算額３３２万６,０００円、前年度比８１.２

％、１４９万円の増で、主な増加理由は記載の

とおりとなっております。 

 次にナンバー６、事業予算名、職員給与費

は、予算額６,１６５万９,０００円、前年度比

３３.６％、１,５５０万２,０００円の増で、主

な増加理由は記載のとおりとなっております。

なお、特定財源も記載のとおりとなってござい

ます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー７、事業予算名、原価償却費は、予

算額２億１,８１７万９,０００円、前年度比２.

８％、５８５万９,０００円の増で、主な増加理

由は記載のとおりとなっております。なお、特

定財源は記載のとおりでございます。 

 次にナンバー８、事業予算名、資産減耗費、

予算額６３７万６,０００円、前年度比２％、１

２万５,０００円の増で、主な増加理由は記載の

とおりでございます。 

 次にナンバー９、その他営業費用は、前年度

と変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー１０、事業予算名、支払利息及び企

業債取扱諸費は、予算額４,１１３万１,０００

円、前年度比７.９％、３０１万２,０００円の

増で、主な増加理由は記載のとおりでございま

す。なお、特定財源についても記載のとおりで

ございます。 

 次にナンバー１１、事業予算名、雑支出は、

前年度と変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 次にナンバー１２、事業予算名、過年度損益

修正損は、予算額１７万５,０００円、前年度比

３０％、７万５,０００円の減で、主な減少理由

は記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 水道事業の最後のナンバー１３、事業予算

名、予備費は、前年度と変更なく、記載のとお

りでございます。 
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 次のページをお開きください。 

 資本的収入及び支出４条につきまして、ナン

バー１、事業予算名、水道施設費は、予算額１

億３,３００万円、前年度比１７.２％、１,９５

０万５,０００円の増で、主な増加理由としまし

ては、１６節、委託料が１７２.３％の１,３８

４万５,０００円の増で、中身は記載のとおりで

ございます。 

 ７１節、施設改良費は６％、５６６万円の増

で、こちらのほうはＮＴＴの専用線のサービス

の停止に伴う施設の更新ですとか、耐用年数等

による老朽化に伴う更新事業となってございま

す。 

 次に水道４条のナンバー２、事業予算名、管

路整備費は、予算額３億６０２万円、前年度比

７.５％、２,４９７万１,０００円の減で、主な

減少理由は記載のとおりとなってございます。

なお、特定財源につきましても記載のとおりで

ございます。 

 続きまして、その下の７７節の用地取得費に

ついては皆増で１９４万円。こちらのほうは中

島のほうのちょうど大中山６号の胤松閣道路踏

切付近というところにＪＲの横断推進工のほう

を予定しておりまして、それの立坑用地として

用地のほうを取得したいと考えております。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー３、事業予算名、資産取得費は、予

算額４,５０７万６,０００円、前年度比１０.８

％、４３７万６,０００円の増で、主な増加理由

は量水器の単価の増で、詳細は記載のとおりと

なってございます。 

 その下のナンバー４、事業予算名、企業債元

金償還費は、予算額１億４,２３６万１,０００

円、前年度比０.１％、１７万３,０００円の増

で、主な増加理由は既発債の発行額が増えてい

ることに伴う増額となってございます。 

 ナンバー５、事業予算名、予備費は、前年度

と変更はなく記載のとおりです。 

 以上で議案第１２号令和７年度七飯町水道事

業会計の予算についての説明を終わらせていた

だきます。 

 続きまして、下水道事業会計のほうを御説明

させていただきます。 

 こちらのほうは事業収益８億１,５１８万円、

前年度比１,１５９万５,０００円の増、事業費

用は７億９,６９８万円で、前年度比３２０万

９,０００円の増、資本的収入は３億３０５万

円、前年度比１億２,８７５万７,０００円の

増、資本的支出は４億３,６２８万２,０００円

で、１億５７２万２,０００円の増とするもので

ございます。 

 内容につきましては水道事業と同様に、指定

された共通様式を用いて、下水道事業の収益的

収入及び支出の３条、資本的収入及び支出の４

条の順番で説明させていただきます。 

 それでは、下水道収益的収入及び支出のナン

バー１、事業予算名、処理場費は、予算額９,６

８４万１,０００円で前年度比４.４％、４４２

万６,０００円の減で、主な減少理由は記載のと

おりでございます。 

 次にナンバー２、事業予算名、管渠費は、予

算額３,０８１万８,０００円、前年度比５２.７

％、１,０６４万２,０００円の増で、主な増減

理由は記載のとおりとなっております。なお、

特定財源についても記載のとおりでございま

す。 

 次にナンバー３、事業予算名、流域下水道管

理費は、予算額１億２,４３５万５,０００円、

前年度比１９.９％、２,０６０万円の増で、主

な増加理由については記載のとおりでございま

す。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー４、事業予算名、業務費は、予算額

１,３８７万２,０００円、前年度比０.５％、７

万４,０００円の減で、主な増減理由は記載のと

おりでございます。 

 次にナンバー５、事業予算名、総係費は、予

算額３４８万５,０００円、前年度比４４.３

％、２７７万３,０００円の減で、主な減少理由

は記載のとおりです。なお、特定財源も記載の

とおりとなってございます。 

 次にナンバー６、事業予算名、職員給与費

は、予算額７８４万９,０００円、前年度比５

２.８％、８７７万９,０００円の減で、主な減
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少理由は記載のとおりです。なお、特定財源に

ついても記載のとおりとなってございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー７、事業予算名、減価償却費、予算

額４億２,５２７万２,０００円、前年度比０.２

％、１０５万２,０００円の増で、主な増加理由

は記載のとおりです。なお、特定財源について

も記載のとおりとなってございます。 

 次にナンバー８、事業予算名、資産減耗費、

予算額６万９,０００円は前年度比１３０％、３

万９,０００円の増で、主な増加理由は、取得予

定の資産の除却等を見込んでいるためでござい

ます。 

 次にナンバー９、支払利息及び企業債取扱費

は、予算額２,４０１万７,０００円、前年度比

１４.６％、４１１万４,０００円の減で、主な

減少理由は記載のとおりでございます。なお、

特定財源についても記載のとおりでございま

す。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー１０、事業予算名、雑支出は、予算

額６,８０５万円、前年度比１.２％、７８万２,

０００円の増で、主な増加理由は記載のとおり

でございます。 

 次にナンバー１１、事業予算名、消費税及び

地方消費税は、予算額１５５万２,０００円で、

前年度比８６.３％、９７４万円の減で、主な減

少理由は記載のとおりです。 

 ナンバー１２、事業予算名、過年度損益修正

損は予算額２０万円及び次のページの最後のナ

ンバー１３、事業予算名、予備費、予算額６０

万円につきましては、前年度と変更はなく、記

載のとおりとなってございます。 

 次のページをお開きください。 

 下水道事業資本的収入及び支出４条。ナン

バー１、事業予算名、処理場建設費は、予算額

１,１７７万円の皆増で、主な増加理由は、特環

広域化供用開始までの期間において汚水を安定

処理するために施設の更新が必要である部分に

ついて更新させていただきたいというような事

業になります。詳細は記載のとおりとなってご

ざいます。 

 次にナンバー２、事業予算名、管渠整備費

は、予算額１億４,５１８万７,０００円で前年

度比４５０.５％、１億１,１８１万５,０００円

の増で、特定財源は記載のとおりです。主な増

加理由としましては、１６節、委託料４４０.８

％、８,９９３万円の増。こちらのほうは下水道

事業の広域化関連の委託料を計上させていただ

いております。 

 次に７３節、施設改良費は、４８３.７％、

２,８８８万５,０００円の増で、内容的には記

載のとおりでございます。 

 次にナンバー３、事業予算名、流域下水道事

業費は、予算額１,９５９万１,０００円、前年

度比１８.６％、３０７万７,０００円の増で増

加理由は記載のとおりでございます。 

 次のページのほうをお開きください。 

 次にナンバー４、事業予算名、資産取得費

は、予算額３３万円、前年度比５７.１％、４４

万円の減で、主な減少理由は記載のとおりでご

ざいます。 

 次にナンバー５、事業予算名、企業債元金償

還金は、予算額２億５,８００万４,０００円、

前年度比９.６％、２,７５０万円の減で、主な

減少理由は記載のとおりでございます。 

 ナンバー６、最後に予備費は、前年度と変更

はなく、記載のとおりとなってございます。 

 以上で議案第１３号令和７年度七飯町下水道

事業会計予算についての説明のほうを終わらせ

ていただきます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。質疑に関しましては最初

に上水道について、それが終わりましてから下

水道についての質疑を受けてまいります。最初

に上水道について質問のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー２の１６節の中の、漏水

のこの調査の費用が倍ぐらいに増えたのですけ

れども、単純に今入っているところを調べてあ

る分ですから、予算さえつけば延長はいくらで

も伸ばせると思うのですけれども、その理由の

説明をお願いしたいと思います。まあ、いろん
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なことがあるので早めに検査をしたいというこ

となのかもしれませんが。とりあえずそこだけ

です。お願いします。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 御質問のございましたナ

ンバー２の委託料のほうは、まず漏水調査、去

年令和６年度は３５キロメートルだったもの

を、まず４２キロメートルに調査区間を増加さ

せます。そのほかに、最近はやりなのですがＡ

Ｉ診断というものを次年度から取り入れる予定

です。こちらのほうはＡＩによる劣化の診断―

―まず水道事業全体のデータの整理のほか、今

回の４２キロメートルの管路のほうの選別につ

いて行うような内容となってございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 それは分かりました。もう１点追

加なのですけれども、ナンバー２の胤松閣のと

ころの用地の取得という説明があったのですけ

れども、すみません、これをもう一度説明をお

願いします。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 ４条のほうになります。

管路整備費の中にございます７７節、用地取得

費で、１９４万円の部分になるかと思います。

こちらのほうは中島のほうに今もＪＲの横断管

が入っているのですが、そちらのほうが老朽化

を迎えておりますので、ちょうど大中山６号

と、その向かい側のほうに胤松閣道路踏切とい

うのがあるのですが、その前後を挟むような形

でＪＲの横断の推進工を予定しております。そ

のための立坑を入れるための予定地として、面

積１９４平方メートルを取得するような予算を

計上させていただいているという中身です。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、今の胤松閣のところ

の話ですけれども、新たにまたその横断管、推

進工事になると思うのですけれども、いずれそ

れをやるための用地の取得ということでいいの

ですか。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 すみません。御説明が足

りなかったです。既設で有るのですけれども、

そちらのほうが老朽化しているので、そちらの

ほうを更新するための準備というふうに御理解

ください。 

以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○池田上下水道課長 よく分からないのだけれ

ども。既設の管があって老朽化している。そし

て用地を買い足す。説明の順番が違うのではな

いですか。管を入れ替えたり何だりする工事の

ために用地が足りないから買い足すという説明

なら分かりやすいのですけれども、管が老朽化

しているというのが分からないのですけれど

も、もう少し分かりやすく説明してもらえませ

んか。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 今、既にあるのですけれ

ども、そちらのほうがもう古くなってきている

ので、口径が元々古い年代で入れたものですか

ら、そういったものを含めて新しく更新してい

きたいという考え方で、既存のものを置き換え

るというよりは、今使っていますので、そちら

のほうをそのまま使いながら新しいものを準備

していきたいということで、いずれは置き換え

る予定なのですが、そのために必要な用地を取

得させてくださいという形です。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○上野委員長 ないようでしたら私のほうか

ら。 

 ナンバー３についてです。ここで量水器の入

れ替えということで予算が組まれておりまし

て、４,５０７万６,０００円という数字が出て

おります。これは１,６７６台の量水器を交換す

るということなのですけれども、この地区が七

飯地区、藤城地区、大沼地区というふうになっ

ておりますけれども、この地区に関して全てこ

れで更新されるということなのか。あとは、大

中山、大川地区はこれからということなのか、

その辺について確認したいと思います。 
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 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 量水器のほうは８年に一

度ずつ更新していくものとなっております。で

すので、３地区を８年かけて全部新しく量水器

を替えていくというような形での更新で、令和

７年度の予定されている台数という形で御理解

ください。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、下水道のほ

うで御質問はありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 下水道のナンバー２、この中の道

道改良工事に伴う移設工事ということで２,５０

０万出ていますけれども、多分今国道５号線と

線路の間の改良工事に伴う移設工事だからかと

思うのですけれども、先ほどと同じような質問

になりますけれども、今あそこの線路横断して

いる管があると思うのですけれども、そのこと

ではなくて、元々交差点からまっすぐ入ってい

た下水管を新しく付け替えるという工事なの

か、そこの説明をお願いします。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 御質問の箇所は５号線と

道道のしのだストア下の交差点付近のお話とい

う形になるかと思います。こちらのほうは道路

の改良に伴いまして汚水桝ですとか取付管等の

移設が必要になってございます。そういったも

のの工事を全て道路の移設前までに完了しなけ

ればならないと。一応平成１３年度に供用開始

しているのですが、その分減耗の対象として、

こちらのほうにも予算にも書いてありますが、

補償費を頂くような事業となっております。以

上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 補償費というのは道から入るとい

う意味ですよね。２,３３０万円。お聞きしたい

のは、結局国道側から線路横断をする前までの

工事で２,３００万もかかるという話なのです

か。距離の割には随分工事費が高いのですけれ

ども、これには推進工事とかは入っていないの

ですか。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 工事の区間はまず国道と

ＪＲの間です。ＪＲの推進工とかは入っており

ません。先ほど説明を漏らしましたが、工事の

中身は既設管のほうの撤去も当然道道の旧道の

ほうに入っているものとかも全部移設するよう

な工事になりますので、中身の工事は汚水桝と

取付管の移設ですけれども、現道のほうに入っ

ているものだとかの既設管の撤去で、土木工事

だから別に出てきますので、事業費が膨らむよ

うな形で予算を確保させていただいているとい

うことで御理解ください。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 根拠もなく説明を求めるのも

ちょっとあれかもしれないですけれども、１０

０メーターなんかないと思うのですけれども。

その間で既設管を使わなくなるから撤去する。

それは大した工事費ではないと思う。新しく付

け替えるといっても、例えば公設桝は何個あり

ますか。それと国道から降りてくるその管は、

管径は幾らぐらいの管ですか１００φか１５０

φかそんなものかと思うのですけれども、工事

費が余りにも高いような気がするので聞いてい

ます。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 桝はまず３か所とそれに

付随する取付管のそれぞれの移設と、管径がＶ

Ｕでも２００φのものとなります。あと、その

既設の撤去と、付帯工としてあそこのなだらか

な国道から踏切までの下がっている部分があり

ますので、そういったところも含めて移設のほ

うの対象とさせていただくというような中身と

なっております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 申し訳ないです。根拠を示せとい

われたら示せないのですけれども、２００φの

管をたかだか１００メーターぐらいの新設工事

で２,５００万円の工事になるというのはどうも

合点がいかない。例えば印刷会社なんかがあっ



－ 12 － 

てその函館側のほうに民家があって、そこから

例えばマンホールをつけてポンプアップしない

とこの本管に行かないとか。何もそういうのな

しで本当に２,５００万円もの工事になるのです

か。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 積算の段階でまず予算の

ほうを確保させていただくというような考え方

で積算していると思います。ですので、不要な

ものは基本的にはないはずですけれども、現場

を含めてその工事した時に若干想定外のものが

出てくる場合もございますので、積算上はきち

んとしたもので出していると。これを道のほう

にも当然補償費を頂く関係がございますので提

示させていただいているということで御理解く

ださい。 

以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 単価とか入ってなくてもいいです

けれども、私個人でいいですからその２,５００

万の積算の資料をもらっていいですか。そうい

うのは無理ですかね。結果的に町が持ち出しが

なくて道から来るのはそれでいいのですけれど

も、どうも延長が短い割には工事費が高いと思

うので、資料をもらえるかどうかだけ。 

○上野委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 では、ちょっとお時間い

ただいて後で資料のほうを提示させていただき

ますので、よろしくお願いします。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、上下水道課

に対する審査をこれで終了いたします。上下水

道課長、御苦労さまでした。 

 次に教育総務課の審査を行います。教育総務

課長、御苦労さまです。予算書及び提出資料に

基づき説明をお願いします。 

 教育総務課長。 

○磯場教育総務課長 それでは、お手元の資料

に基づきまして、教育総務課の分を御説明申し

上げます。 

 初めにナンバー１、教育委員会費は従前と大

きな変更はなく、記載のとおりでございます。 

 続きましてナンバー２、事務局費（学校庶

務）は負担金補助及び交付金で、奨学金等返還

支援事業補助金が６名の新規予定者がおりまし

て４８万円の増、また、対外協議等参加費補助

金は６００万円が事業の予算統合によりまして

皆増となってございます。それ以外は従前と大

きな変更はなく、記載のとおりでございます。 

 続きましてナンバー３、学校教育公用車管理

費は、２台の車両の管理費で、従前と大きな変

更はなく、記載のとおりです。 

 続きましてナンバー４、教員住宅管理費は、

従前と大きな変更はなく、記載のとおりでござ

います。 

 続きましてナンバー５、鶴野地域センター管

理費は、旧鶴野小学校の管理で令和７年度から

教育総務のほうで管理することとなっておりま

して、新規の予算計上ですが、管理費自体は従

前と大きな変更はなく、記載のとおりとなって

ございます。 

 続きましてナンバー６、校舎等営繕費（小学

校）は委託料で１年おきのワックス塗布が、実

施箇所の変更により１２６万７,０００円の減。

特殊建築物の定期調査報告策定委託料が３年に

１回通常の設備にプラスして建築部分の調査が

増えるということで７２万円の増。工事請負費

は、七飯小学校、藤城小学校、峠下小学校の体

育館等のＬＥＤ照明の工事が終了しましたの

で、３,８６６万円が減。それ以外は従前と大き

な変更はなく、記載のとおりとなってございま

す。 

 続きましてナンバー７、校舎等営繕費（中学

校）は委託料で１年おきのワックス塗布が実施

箇所の変更により１４５万８,０００円の増。特

殊建築物の定期調査報告策定委託料が３年に１

回の調査が増えるということで２０万６,０００

円の増。工事請負費は大中山中学校の体育館の

換気設備の設置工事で１３０万円の増。それ以

外は従前と大きな変更はなく、記載のとおりと

なってございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 
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○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。 

 質問はないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 それでは、教育総務課に対する

審査をこれで終了いたします。教育総務課長、

御苦労さまでした。 

 １３時まで休憩します。 

午前 １１時４２分 休憩 

────────────── 

午後 １２時５８分 再開 

○上野委員長 それでは、午後からの委員会を

再開いたします。 

 学校教育課の審査を行います。学校教育課

長、御苦労さまです。予算書及び提出資料に基

づき説明をお願いします。 

 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、学校教育課所

管の令和７年度予算の御説明をさせていただき

ます。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名は、事務局

費（学校教育）です。主な増減の理由として、

隔年で実施している三木町交流事業補助金が事

業年度となることから増となったことによるも

のでございます。その他は記載のとおりとなっ

ております。 

 次のページの共通様式ナンバー２、事業予算

名は、事務局費（教育支援）です。おおむね例

年どおりの考え方で計上しておりますが、会計

年度任用職員報酬につきまして、人事院勧告に

よる単価上昇に伴い増となってございます。そ

の他は記載のとおりとなっております。 

 続きまして共通様式ナンバー３、事業予算名

はスクールバス運行費です。主な増減の理由と

して、全国的なバス運転手不足からと思われる

賃金単価の上昇に伴い、スクールバス運行費委

託料が増、町が所有する平成１９年度購入のマ

イクロバス老朽化に伴い、更新費用としてス

クールバス購入費が増となったことによるもの

でございます。その他は記載のとおりとなって

おります。 

 次のページの共通様式ナンバー４、事業予算

名は、小学校管理運営費です。主な増減の理由

として、教育備品購入費が小学校で使用する教

科書採択に伴う教師用指導書の購入が終了した

ことなどにより減、庁用器具購入費が減となっ

たことによるものでございます。その他は記載

のとおりとなっております。 

 次のページの共通様式ナンバー５、事業予算

名は児童保健衛生費です。こちらはおおむね例

年どおりの考え方で計上となっております。 

 続きまして共通様式ナンバー６、事業予算名

は、児童就学奨励費です。こちらは例年どおり

の考え方で計上となっております。 

 次のページの共通様式ナンバー７、事業予算

名は、中学校管理運営費です。主な増減の理由

として、需用費が事務機器等修繕料など増、使

用料及び賃借料がプリンター複合機、教職員用

パソコンのリース契約切り替え等により増と

なったことによるものでございます。その他は

記載のとおりとなっております。 

 次のページの共通様式ナンバー８、事業予算

名は、生徒保健衛生費です。こちらはおおむね

例年どおりの考え方で計上となっております。 

 続きまして共通様式ナンバー９、事業予算名

は、生徒就学奨励費です。こちらは例年どおり

の考え方で計上となっております。 

 最後に追加要求資料の御説明でございます。 

 スクールバス運行費の積算根拠についてでご

ざいますが、大沼地区に４台、豊田地区に１台

の児童生徒送迎用車両を運行しており、運行委

託料としてそれぞれ記載のとおり積算しており

ます。 

 以上で、学校教育課所管分の令和７年度予算

説明を終わらせていただきます。御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 提出いただきましたスクールバス

の積算根拠について、私が要求したのでお尋ね

しなければならないと思うのですが、課長がま

だ就任される随分前の話なのですけれども、基

本的には地元の業者を優先するという考え方で
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町バスを入れて、例えば別の自治体に所属する

バス会社とかそういうものから見積りを取って

一番安いのを選ぶという手法はとっていなかっ

たはずなのです。それがどんどん膨らんでいき

ますと、出だしは３,０００万円ちょっとぐらい

だったと思うのですけれども、確かに運転手さ

んが不足している、バスを押さえるの大変だと

いうことは十分承知をした上で、やはり子供た

ちにお金をかける中で、バスの運行費にも５,０

００万円を超える費用がかかっているというの

は、何かもう少し事業者と相談をして、絞り込

む方法とかはないのか、それから、毎年そうい

う話合いというのをした上で値上げしてきてい

るのか。 

 相手側から見れば、もうこれだけのバスを、

ほとんど拘束されているのだからということは

当然おっしゃるでしょうけれども、町として

は、実際にはその子供たちにかけている時間と

いうのは一日ではないですよね。間に何時間も

空いていると思います。前に一般質問したこと

があるのですが、その空いている時間で、大沼

公園を旅している人たちに、このバスにただ乗

せてもらってあちこち行くだとか、そういう利

用方法とかがあるのだったらまだ分かるのです

が、子供の送迎だけにこれだけの費用というの

は恐らくどこの自治体を見てもないと思うので

すけれども、これが妥当かどうかというのを説

明をお願いしたいと思います。 

○上野委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、御説明してま

いります。まずこの今回提出いたしました資料

の中で単価のほうを出しております。こちらの

単価のほうなのですけれども、それぞれ７万７,

６６０円、３万３,３３０円、９万５,８１０

円。４番・５番につきましてはタクシーの料金

なので基本このままということで御理解いただ

きたいと思います。 

 こちらのほうのバスのほうの単価の考え方で

ございますけれども、まず距離単価というもの

がございます。これは１キロメートル当たり幾

らという金額です。あと時間単価というものも

ございます。こちらのほうは何時間当たり幾ら

というものでございます。こちらのほうはそれ

ぞれ運輸局のほうで金額が指定されてございま

す。以前はこの範囲内でということで、上限・

下限額が定められておりました。七飯町のス

クールバスもこの上限・下限の範囲の中で予定

価格を作りまして契約をしてきてございます。

当然何日何キロメートル走るかというのと、あ

と出発から最後の便が終わるまでの時間を計算

して出してきてございます。 

 こちらのほうなのですけれども、今、昨今の

運転手不足につきまして運輸局のほうで改正が

行われました。こちらの距離単価・時間単価と

もに下限のみが定められるという形になりまし

た。逆にいえば上限のほうは決まっていないと

いうような形で、これは推測をちょっと含むか

もしれませんけれども、それぞれの旅客業者の

ほうでその金額範囲内ではなかなか厳しいのか

なということで、運輸局のほうでそういう下限

のみという設定になったのかという推測でござ

いますけれども、そういった中で、うちのほう

で決めているこの距離単価・時間単価は下限に

近い金額で設定しております。下限価格からか

け離れた数値ではまずないということを前提に

させていただきたいと思います。そういった中

で下限価格に近い金額の中で積算をしてきてご

ざいます。 

 こちらのほうの金額につきましては、当然今

こういう状況でございますので、バス事業者さ

んのほうともお話ししております。予算作成時

の金額ですけれども、また、子供がどの家から

どの距離から通うというのは４月が近づいてこ

ないと分からないものですから、契約間近にな

ればさらに詳細を詰めて話してきているところ

でございます。 

 こういった中で今空き時間というお話もござ

いました。実質、朝出発して登校便といわれる

朝学校に通う便が終わった後、大体９時ぐらい

には送迎の登校便のほうが終わります。午後、

帰宅のほうは小学校のほうの便もあるものです

から、１時ぐらいにはもう準備を始めなければ

いけないということで、実質空き時間は９時か

ら１時程度ということでございます。この時間
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も、毎日とは申しませんけれども、いわゆる行

事便ということで、例えば冬季であればスキー

学習ですとか、あと平日の学校の行事、こう

いったところにこのバスを、大沼岳陽学校だけ

でなくて町内全校が使っているというところで

ございます。 

 そういった中で今バス会社のほうで車両１台

をほぼ一日借り上げているような状態となって

ございます。借上げの単価としてはここに挙げ

た金額で、金額としては大きく見えるかもしれ

ませんけれども、我々としては妥当であるとい

うふうに考えているところでございます。御理

解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 説明を聞いて十分理解はできま

す。国のほうで最低価格を決めてやっている

と。ただし、普通のお客さんと、それからそう

いう事業主さんとのお話という立場から言わせ

てもらえれば、年間でこれだけあなたの車を使

うのだという話をすると、いろいろ値引きのそ

ういう要因というのは出てくるかと思うので

す。だから、その１日単位での最低価格ですと

いわれれば、それはそうなのでしょうけれど

も、ほぼ１年間、２１０日あるうちで、もう少

し何とかならないのかという話をする。どうし

てもその金額が落ちないのであれば、その何時

間かの間で町のいろんな事業にプラスになるよ

うなことは、これは教育委員会で考えることで

はないかもしれませんけれども、そういうこと

があってもいいのかなと思ったので、今回その

資料を出してもらいました。ここでこれ以上の

ことは言いませんけれども、後は別の機会で町

の考え方をただしていきたいと思います。 

まず資料をありがとうございました。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほか質問はありますか。 

 池田委員。 

○池田委員 この資料を見てお伺いしたいので

すけれども、岳陽学校周辺という言葉が書いて

あります。これは大体どのくらいの生徒の数が

いて、小学生、中学生。バスを使うということ

はやっぱり周辺といいながらも結構距離がある

のかなと思って、その辺、遠い人で何キロメー

トルぐらい、近い人でどのくらいとおおよそ分

かるのであれば教えてもらいたい。 

 それから、豊田地区の送迎ということで、豊

田地区は途中で降ろすのですよね。大沼のほう

は学校まで行くということですよね。なぜ豊田

地区が途中で降ろされて、大沼の人は学校まで

乗せていくのかと。それが疑問に思ったので、

答弁を聞いてからまた質問します。 

○上野委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、お答えしてま

いります。まず大沼岳陽学校の乗車率について

の内容だと思いますけれども、こちらのほうは

今年度の資料でお話をさせていただきますと、

全１０４名のうち９３名乗車ということで８９.

４％。９０％ぐらいの子供が乗っているところ

でございます。こちらは距離数でございますけ

れども、当然近いところと遠いところがござい

ます。昔、結構近い距離の子供は歩くような形

もございましたけれども、昨今ヒグマのそう

いったことも出ております。現在としては、学

校等の方に希望が挙がっている形ですけれど

も、結構近い距離の、本当に至近の子供は別で

すけれども、結構近い距離の子供も乗っている

ような状況でございます。 

 文部科学省のほうの学校の登下校の基準が、

小学校でおおむね４キロメートル以内、中学校

がおおむね６キロメートル以内ということで、

そういう通学時間で１時間は歩いて通いなさい

という形になっておりますけれども、実際４キ

ロメートルというと小学生低学年にはなかなか

厳しい数値だと思います。といったわけで、今

細かく何キロメートル何人というのは手元にご

ざいませんけれども、基本的には至近距離の子

供以外のほぼ全員が乗っているような形になっ

てございます。 

 あと豊田地区の送迎でございますけれども、

こちらは発端が今久根別川の改修工事をしてい

る中でどうしても工事の関係で交通安全施設が

作れない場所がございまして、その区間を通学

として歩かせることは危ないということで、こ

のような形で送迎を行っております。 
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 場所としては豊田の各家庭の場所からアップ

ル温泉まで送迎をして、そちらのほうからは歩

いて通えるというような形になってございま

す。こちらのほうはそういった形で危険な区域

を歩かせないために、まずそこの区間をこちら

のほうで送迎しているという考え方と、あと、

学校まで車両をつけて送迎してしまうと、ほか

の児童生徒との関係もございますので、基本的

には学校には歩いて通っていただくというのが

基本的な考え方ですので、そういったことで

アップル温泉までということで御理解を頂いて

送迎をしているというところでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 大沼地区は熊等が出るということ

で、そういうことで安全を図ってということで

すので。あと、下校時です。登校時は確かにみ

んな朝は決まっていますから来ますけれども、

帰りのとき、やはり小学生、中学生、部活、そ

ういうのもあって、その都度やっぱりバスを走

らせているのかということが一つ。 

 それから４番目のガロ地区のほう、これがワ

ゴン車で９名ということで、４２０時間しか

使っていないですよね。これというのはどうい

う意味で、他はみんな２１０日になっているの

ですけれども、なぜこういうふうになるのかと

思いまして。 

○上野委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、お答えしてま

いります。まず便数ですけれども、こちらのほ

うは大沼地区、豊田地区も共通な考え方でござ

いますけれども、登校便が１便で、下校便はま

ず２便、低学年と高学年で時間が変わりますの

で、下校便は基本的に２便という形で運行して

おります。そのほかに中学校に関しましては部

活便ということで部活の便数を出しておりま

す。こちらのほうは大体子供たちの時間に合わ

せて、学校でも火曜日で時間が変わる場合もあ

りますので調整しながら走らせておりますけれ

ども、基本的には下校２便で、中学校に対して

は部活１便を走らせているというふうに御理解

いただければと思います。 

 あと４番目のワゴン車ということですけれど

も、こちらのほうはいわゆるジャンボタクシー

といった形で運行しております。考え方なので

すけれども、こちらのほうは時間貸しという形

でしておりまして、金額はこちらのほうもタク

シーの届出金額から積算している単価となって

おります。こちらのほうは運行の時間を何十分

かかるかということで計算しておりますので、

結果的には４２０時間となっておりますけれど

も、この時間数で全ての２１０日を基本的に賄

えているというふうなことになっております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 それでようやく予算的なことも把

握できました。朝は１便で９時に終わりながら

午後の便をつくると。それで２便プラス１とい

うことになれば、私も同僚議員と同じで空いて

いる時間を何かに使えないかなという考えも

持っていたもので、今のこの時間割を見ますと

ちょっと大変かなという。その中でもほかの学

校の部類だとかそういうのもやっていますよと

いうことですので、分かりました。 

ありがとうございます。 

○上野委員長 そのほかありますでしょうか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１のスクールロイヤー制

度の関係で１万６,０００円減ということで、事

業の内容を精査ということなので中身を考えて

また進めていくとは思うのですけれども、これ

から精査なので決まっていないとは思うのです

けれども、そういう方向性なのかどうかという

のが一つです。 

 あと、その内容次第では、例えば補正を上げ

てきたりというところまで考えてこのスクール

ロイヤー制度を対応していくのかということが

一つです。 

 あと、そのずっと下のほうに来て三木町交流

事業で２７０万。これは隔年でやっているとい

うことなので行ったり来たりということだと思

うのですけれども、要は小学生の交流だと思う

のですけれども、何名分を見ているのか、その

内訳をお知らせしていただきたいです。 
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○上野委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、お答えしてま

いります。 

まずスクールロイヤー関係のほうは、スクー

ルロイヤー制度ということで、いわゆる弁護士

の相談料という考え方になってございます。こ

ちらのほうは弁護士会のほうで金額が決まって

いますので、３０分５,０００円といった金額と

回数で積算しておりますけれども、こちらのほ

うは１回分減らさせていただきました。こちら

のほうは減らしたからといってそういうことを

行わないということではなくて、基本的には学

校がトラブルだったり、もしくは学校と保護者

の間、もしくは我々と保護者の間とかでトラブ

ルだったり、法的な考え方とか助言が必要なと

きにこちらの金額を使って考えていくというこ

とでございますので、今までの実績を踏まえて

この金額とさせていただきました。当然、必要

となれば補正はさせていただきますし、もし緊

急なものがあれば協議しながら予備費を使った

り、そういったことも考えられますけれども、

そういった考えで計上しておりますので、御理

解を頂ければと思います。 

 三木町の交流事業でございますけれども、こ

ちらのほうは隔年ということで令和７年度に実

施いたします。基本的には七飯町の子供が、前

回はまんで願の時期に行きましたけれども、今

年は向こうの受入れ態勢も協議してその日程は

厳しいものがあるということで、今は秋の連休

の期間を予定しているところでございます。そ

れでそちらのほうに七飯町の子供が行きまし

て、逆に冬の大沼函館雪と氷の祭典の時期に三

木町の子供がこちらのほうに訪問済みという形

で、１年の間でこちらのほうがこちらのほうが

行って、逆に受入れもするという、１年で全部

終わるような形になっております。 

 こちらの訪問のほうは小学生の子供が２０名

プラス学校の先生と町職員含めて引率が５名と

いうことで２５名を派遣、そして後は受入れを

行うということで、内訳としては派遣で約２０

万円で、受入れで約５０万円という形で予算を

計上させていただいております。以上でござい

ます。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら私のほうか

ら。 

ナンバー２、負担金補助及び交付金の、上か

らずっと下のほうに行きまして下から２番目、

奨学金等償還支援事業助成金と。これは前年度

に比べて３６万円アップということなのですけ

れども、この制度を開始してからのこういう利

用者の経過と、今年度増えた理由について、何

か新しい取組があったのかどうか、その辺につ

いてまずお伺いします。 

○上野委員長 休憩します。 

午後 １時２４分 休憩 

────────────── 

午後 １時２４分 再開 

○上野委員長 再開いたします。 

申し訳ありませんでした。ほかに質問はあり

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、学校教育課

への審査を終了いたします。 

学校教育課長、御苦労さまでした。 

 それでは、引き続き生涯教育課の審査を行い

ます。生涯教育課長、御苦労さまです。予算書

及び提出資料に基づき説明をお願いします。 

 生涯教育課長。 

○花巻生涯教育課長 それでは、生涯教育課令

和７年度当初予算案について御説明いたしま

す。 

 共通様式ナンバー１は、事業予算名は社会教

育総務費です。減額の主な理由としましては、

来年度全道社会教育研究大会の開催地が昨年の

網走市から檜山管内江差町へと近隣になること

から、旅費等において減額となっております。 

 次にナンバー２は、生涯学習事業費です。二

十歳の集いの対象者数減少に伴い、参加者数も

減ってきていることから、２０名分減額し、そ

れに係る報償費や需要費を減額しております。

その他は例年と大きな変化はなく、記載のとお
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りとなってございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー３は、町内会館振興費です。来年度

から支出対象となる会館が一旦減少になること

から減額となっております。 

 次に、ナンバー４は公用車管理費です。令和

６年６月末で生涯教育課が所管する公用車の

リース期間が終了しましたが、令和７年４月か

ら情報防災課より別の公用車が１台移管された

ことにより、各経費の増額とリース料の減額と

なっております。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー５は、文化振興費です。令和７年度

は７月に七飯町文化センターにおいて劇団四季

のこころの劇場が開催されることが決まったた

め、公演機材の搬入委託料、また、観劇対象と

なる町内小学生の移動用バスの車両借上料が皆

増となっております。 

 次に、ナンバー６は図書室管理費です。図書

振興のためのワークショップを開催するため、

講師報償費が皆増となっており、また、図書室

移転に伴う蔵書購入のため、図書購入費が２８

７万円の増額となっております。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー７は、公民館管理費です。主な増減

としては、消火器の使用期限が切れるため、更

新費用として需要費が増額となっております。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー８は、文化センター管理費です。ま

ず増額分として文化センターの浄水と冷暖房用

の水を回す給水ポンプを改修するため、工事請

負費が皆増となっており、委託料では昨今の物

価上昇や人件費の上昇などに伴い、契約更新時

に値上がりが見込まれることから、施設清掃業

務委託料等で増額となっております。 

減額分の区分では令和６年度に文化センター

内の消火器期限切れに伴う更新が終了したた

め、需要費が減額となり、同じく令和６年度に

カラオケ機材購入が完了したため備品購入費が

皆減となっております。 

 次のページになります。 

 ナンバー９は、大中山コモン管理費です。ま

ず増額分として、消火器の使用期限が切れるた

め更新費用として需要費が増額となっておりま

す。次に暖房用ボイラーの改修費用として工事

請負費が皆増、また、カラオケ機材購入費とし

て備品購入費が皆増となっております。 

 減額分としては、隔年実施である舞台吊物装

置保守点検業務委託料が令和６年度に実施が終

了のため皆減となっております。その他は例年

と大きな変更はなく記載のとおりとなっており

ます。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー１０は、大沼婦人会館管理費です。

主な増減としては、消火器の使用期限が切れる

ため更新費用として需用費の消耗品費が増額、

融雪用電気料の使用月数を２か月分減らしたな

どにより需用費の電気料が減額し、需要費全体

としては１１５万４,０００円の減額。また、隔

年実施である舞台吊物装置保守点検業務委託料

が令和６年度に実施完了のため皆減となってお

ります。 

 次のページです。 

 ナンバー１１は、社会教育施設管理費です。

主な増減としては、消火器の使用期限が切れる

ため、更新費用として需用費の消耗品費が増

額。令和６年度に緑町会館の屋根塗装修繕が完

了したことから修繕料が減額、需要費全体とし

て２１万８,０００円の減額となります。また、

令和７年度は緑町会館のストーブを更新するた

め備品購入費が皆増となっております。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー１２は、文化財保護費です。こちら

は例年と大きな変更はなく、記載のとおりと

なっております。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー１３は、歴史館管理費です。主な増

減としては、消火器の使用期限が切れるため更

新費用として需用費の消耗品費が増額。令和６

年度に消防用設備修繕と、リーフレットの印刷

があり、全て完了したため、施設修繕料と印刷

製本費が減額となり、需要費全体として９１万

１,０００円の減額となりました。委託料は、令

和６年度にＬＥＤ化改修工事が終了するため、
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実施設計委託料が皆減となっております。その

他は例年と大きな変更はなく、記載のとおりと

なっております。 

 生涯教育課所管分の説明は以上でございま

す。よろしく御審議くださいますようお願いい

たします。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。質問のある方はいらっ

しゃいますか。 

 川村委員。 

○川村委員 ナンバー１１の施設維持管理報償

費が減になっているのですけれども、まあ見込

み数量減のためとなっているのですけれども、

具体的にこれはどういう数量のあれなのです

か。施設がなくなったということなのか、その

辺の詳細を教えてください。 

○上野委員長 生涯教育課長。 

○花巻生涯教育課長 こちらの施設維持管理報

償費は、主に屋根の雪下ろしなど、施設の除雪

関係の報償費、これを見込み数量減というの

は、例年の実績値に合わせて減額をさせていた

だいたということで、対象施設が減ったとかそ

ういうことではございません。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 これは前年度が使わなかったから

減にしているけれども、これはもし例えば維持

管理でまた必要になれば補正か何かで対応する

ということでよろしいですか。 

○上野委員長 生涯教育課長。 

○花巻生涯教育課長 おっしゃるとおりでござ

いまして、当然雪が多くて例年に比べて増えそ

うだということになれば、施設の運営に支障が

きたさないように補正予算などで対応していく

予定でございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほかありますか。 

 川上委員。 

○川上委員 社会教育施設というのはどこに施

設があるのか教えてください。 

○上野委員長 生涯教育課長。 

○花巻生涯教育課長 すみません。手元に資料

がないのですが、施設としては地域福祉施設の

設置に関する条例がございまして、その表の中

にうたわれている施設数でございます。資料を

確認いたしますので、暫時休憩いただければと

思います。 

○川上委員 かなりありますか。 

○花巻生涯教育課長 １０いくつです。 

○川上委員 ここにいる人と関係あるの。 

○花巻生涯教育課長 そうです。 

○川上委員 すぐに出せますか。 

○花巻生涯教育課長 例規を見ればすぐ分かり

ます。 

○上野委員長 後で資料を出してもらいます

か。 

○川上委員 はい。 

○上野委員長 では、資料を後で出してくださ

い。 

○花巻生涯教育課長 すみません。 

○上野委員長 そのほか質問はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、以上で生涯

教育課に対する審査を終了いたします。 

生涯教育課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

午後 １時３５分 休憩 

────────────── 

午後 １時３７分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 次にスポーツ振興課の審査を行います。ス

ポーツ振興課長、御苦労さまです。予算書及び

提出資料に基づき説明をお願いします。 

 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、当初予算

案について御説明申し上げます。 

 ナンバー１は、スポーツ振興総務費です。ト

ルナーレチャレンジカップ開催負担金について

は、事業の見直しにより運営費が圧縮されたた

め、負担金を減額。スポーツ振興補助金につい

ては、近年小中学生のスポーツの活躍が著し

く、全国・全道大会への参加が増加しているこ

とから補助金額を増額しておりますが、その他
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は従前と大きな変更はなく記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー２はスポーツ合宿誘致費で

す。陸上実業団チームの合宿誘致に係る大型ト

ラック等の自動車借上料は、昨年度の実績によ

り自動車借上料が減額しておりますので、その

他は従前と大きな変更はなく、記載のとおりで

ございます。 

 次に、ナンバー３は体育施設管理費です。大

中山地域体育館事業用借地権設定契約の借地期

間が満了し、契約に基づき大中山地域体育館借

地用地を購入したことから、大中山地域体育館

借地用地購入費債務負担分が皆減となってござ

います。備品購入費につきましては、スポーツ

センター卓球台等の備品の更新が完了したこと

から体育施設備品が皆減となっておりますが、

その他は従前と大きな変更はなく、記載のとお

りでございます。 

 次に、ナンバー４は体育施設公用車管理費で

す。車検が終了したことにより減額となってお

りますが、その他は従前のとおり、変更はなく

記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー５は東大沼多目的グラウンド

管理費です。労務単価の上昇により維持管理費

が増額となっておりますが、その他は従前と大

きな変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー６は東大沼多目的グラウンド

作業用管理費です。東大沼多目的グラウンド

（トルナーレ）の作業用２トントラックの荷台

修繕のため増額となっておりますが、その他は

従前と大きな変更はなく、記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー７はパークゴルフ場指定管理

費です。本町パークゴルフ場のスタートマット

の更新が完了したことから備品購入費が皆減と

なっておりますが、その他は従前と大きな変更

はなく、記載のとおりです。 

 共通様式の説明は以上となります。 

 続きまして、追加資料の御説明を申し上げま

す。 

 資料につきましては、トルナーレチャレンジ

カップ開催負担金の令和６年度の決算報告書に

なります。 

 資料２につきましては、大沼湖畔駅伝開催負

担金の令和６年度の決算報告書となります。 

 資料３につきましては、七飯町スポーツ協会

補助金の令和６年度の決算見込みとなっており

ます。 

 資料４につきましては、七飯町スポーツ少年

団本部補助金の令和６年度の決算見込みとなっ

ております。 

 スポーツ振興課所管分の説明は以上でござい

ます。よろしく御審議のほどお願いします。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。質問のある方はいらっ

しゃいますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１で、大沼湖畔駅伝の関

係なのですけれども、ここ数年コロナがあって

から開催方法がコロナ前のようには戻っていな

いという状況だと思いまですけれども、この大

沼駅伝に対する考え方をまずお聞かせ願いたい

なと思います。 

 それと、直接的な予算ではないのですけれど

も、総務費ということなので、議会の中で監査

意見の報告書は出ていたもので、その中にス

ポーツ振興課の中で七飯町に関わるものではな

い事務局を持っているという一覧が、この間の

監査意見の報告書で上がってきていたので、こ

こについて結局スポーツ振興課の職員が事務事

業をやるというのはどうなのかなという、その

考え方。 

これで見ますと七飯町スポーツ協会とかス

ポーツ少年団とかトルナーレとか七飯スポーツ

クラブとか三木町何とかとか大沼駅伝とかとい

うのは、これは全部町にかかわっている団体さ

んだと思うので、そういった団体の事務局を持

つというのは職員が動いてもいいと思うのです

けれども、北海道日本ハムファイターズの要は

ファンクラブの事務事業をスポーツ振興課が

担っているというのは町として大丈夫なのか、

その辺を２点お願いします。 

○上野委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 大沼の湖畔駅伝につ
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きましては委員のおっしゃるとおりコロナ禍か

ら令和２、３、４年と中止させていただきまし

て、令和５年度から復活させていただいたとこ

ろですけれども、現在は当初の半分くらいの参

加者しか集めることができていないのが現状で

ございます。今後は、事務事業を見直しながら

開催に向けて検討しているところですけれど

も、やはり参加者が年々減っている状況でし

て、今後の在り方については、内部もそうです

し、実行委員会の中でも検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 ２番目の、監査意見でありました、きっと通

帳の話だと思うのですけれども、ほかのものは

多分スポーツ少年団だとかスポーツ協会、ぷ

らっと、その他町が入っているような実行委員

会、大沼湖畔駅伝、トルナーレチャレンジカッ

プ、この辺は実行委員会の形で開いている部分

だとか事務局的な要素は強い部分かなというふ

うには考えております。 

 御指摘のあった日本ハムファイターズです

が、当初このファンクラブができた経緯という

のは、七飯町からプロ野球選手が出て地元でも

応援したいということで一部の町民から声があ

りまして、町のほうで協力して後援会を立ち上

げたところですが、事務としてはその当時は球

団に確認したところ個人のファンクラブは作れ

ないということで、北海道日本ハムファイター

ズななえ後援会ということで後援会を作らせて

いただいて、そのまま事務局をスポーツ課のほ

うで行っている状況ですが、委員のおっしゃる

とおり公務かどうかというと、町内の選手がい

なくなったこともありなかなか難しいところで

はありますけれども、事務局について今後どう

するか、今あるファンクラブとも相談していき

たいというふうに考えています。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 大沼駅伝に関してですけれども、

令和２年からコロナで中止ということだったと

思うのですけれども、コロナ前の予算は幾ら

だったか分かれば教えていただきたいです。 

○上野委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 コロナ前の令和元年

度が七飯町の補助金が２６１万１,０００円で

す。その前の平成３０年は七飯町が２６１万１,

０００円、コンベンション協会からの負担金が

４０万円、合わせて３０１万１,０００円でござ

います。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 コンベンションさんのほうからも

予算が出てきたということで、事業費が３００

万円から減っていって、ただ、コロナ禍で中止

になっていても２５０万円は町のほうで出して

いたということだと思うのですけれども、これ

は要はコロナが明けて駅伝の参加者も少なく

なってきたということで、私もそれを聞いてい

たのですけれども、やめていこうというような

話もちょっと聞こえてたものですから、だから

その辺について、この大沼湖畔駅伝をやめてい

く考えなのかどうかを教えていただきたいで

す。 

 もう一つが、先ほどの日本ハムファイターズ

のファンクラブの件ですけれども、誤解を招い

たらあれなので、別にファンクラブ自体に対し

てどうこうではなくて、行政の町として日ハム

に限らずそういうプロチームの事務執行をして

もいいのかなという意味で質問したというのは

御理解いただきたいと思います。 

○上野委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 大沼湖畔駅伝です

が、私どものほうでも道南陸協のほうに、なか

なかこれ以上人数が薄くなると開催が難しいと

いう相談はさせていただいております。道南陸

協さんのお話も聞きますと、やはりコロナ禍で

選手自体も少なくなってきたという部分と、少

子化で高校生と中学生もそうですが４月の頭に

長距離でメンバーを４人集めるのは難しいとい

うことでございます。それを打開するために道

南陸協のほうから御助言を頂いて、春先の一発

目で、高校生・中学生もそうですが、１年生は

まだ練習不足ですので、多分二、三年生の２学

年だけで長距離をするのには人数を集めるのは

難しいということで、令和５年度からはペア駅
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伝ということで二人一組で走らせていただいて

いるところです。 

 中川委員から過去に四人一組の駅伝ではどう

かという質問もあったのですが、今年アンケー

ト調査をとらせていただきました。確かに二人

一組のペア駅伝がいいというところと４人一組

で走りたいというところと大体半数くらいでし

て、ただ、４人一組とはいうものの人数を集め

るのが難しいということで、何とか参加者が増

えるような努力をこちらのほうでもしてまいり

たいというふうには考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、私も道南陸協と話をしたの

ですよ。そしたら道南陸協のほうでは町のほう

からもう予算は出せないというお話だったとい

うことです。なので、簡単にいえば予算が出せ

ないのであればできませんという話でした。逆

に予算がつくのであればそれはできるのですか

と言ったら、それはできますというお話を頂き

ました。 

 とはいえ、確かに長距離を走る方がなかなか

集まらないという意見はお伺いしました。現状

ただ単にそういう選手だけを集めてやるとなれ

ば難しいのかなと思うのですけれども、そもそ

もこの大沼湖畔駅伝というのは、これは７１回

なのかな、単純に７１年続いているということ

だと思うのですけれども、元々は観光課でこれ

を立ち上げたと。大沼の湖畔を生かしてそうい

う活性化をさせるという。本当のがちがちの陸

上選手だけではなくて、仲間内だとかで楽しみ

ながらやるというのでやっていたようですけれ

ども、やっぱりそういうのがなくなってきてい

るので、結局本当の選手だけやっていくという

ふうになると、現状みたいな運営方法になって

しまうのかなと思います。 

やっぱりせっかくの観光地で、ああいういい

場所で、だからこそ大沼湖畔駅伝というのはす

ごく売りになるところだと思うのです。七飯町

の強みだと思うのです。今はどこの町だってマ

ラソン大会だとかを町を挙げてやっていて、出

場選手も何千人とか１万人とかってよく集めて

やったりしています。そういう状況の中で、こ

の大沼湖畔駅伝一つだって七飯町にとってはす

ごくいい事業だと思います。だからやり方だと

思うのです。そのやり方をただ単に陸上選手だ

けでやらせて、人がいなくなったからやめま

すって。それのやめますも、この７０年以上続

いていて、町としてある意味歴史がある。駅伝

とかで７０年続いているものは少ないと思うの

ですけれども、そういうものをもっと大切にし

ながらやっていくべきだと思うのです。 

 例えばこういうスポーツ振興課だけではでき

ないというのであれば、所管はそのままにして

でも昔みたく商工と連携してやるとか、もしく

は陸協さんだけではなくて地元の経済界とか、

そういう団体さんの知恵を借りるとか、そうい

うものをやって人が来るイベントだとかにして

いくべきだと思います。予算にしてもそうで

す。ただ単に町が出すだけではなくて、コロナ

前みたくコンベンションさんからも頂いていた

みたいなので、そういうようにまたお願いして

みるとか。大体いろんなところのそういうマラ

ソン大会とかを見ても、函館なんかもそうだと

思いますけれども、やっぱりそういう経済団体

さんの支援があってやっているのですから、こ

の大沼駅伝に関してはその辺どういう考え方な

のか、もう一度お願いします。 

○上野委員長 スポーツ振興課長。 

○髙橋スポーツ振興課長 大沼湖畔駅伝につき

ましては実行委員会形式でコンベンション協会

と道新と道南陸協と七飯町と４者で入っており

ますが、今地元の経済界という部分もありまし

たので、商工会等にも御意見を頂きながら、今

後どのように進めるか検討していきたいなとい

うふうには考えております。予算の面も含め

て、参加者が増えればそれだけ使えるお金が増

えますので、何とか参加者を増やすような取組

を行っていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほか質問はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、以上でス



－ 23 － 

ポーツ振興課に対する審査を終了いたします。 

スポーツ振興課長、御苦労さまでした。 

 次に、学校給食センターの審査を行います。

学校給食センター長、御苦労さまです。予算書

及び提出資料に基づき説明をお願いします。 

 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、学校給

食センター予算について、共通様式に基づいて

御説明いたします。 

 ナンバー１、事業予算名は学校給食センター

運営費でございます。本年度予算額は１億５,１

６６万１,０００円、前年度予算額は１億６,１

７１万５,０００円で、前年度比１,００５万４,

０００円の減となっております。特定財源は記

載のとおりでございます。 

 これより、増減の大きなものを御説明申し上

げます。 

 需用費は１１７万円の減で、主な要因は、消

耗品が７９万３,０００円の増、燃料費が１３万

８,０００円の増、印刷製本費が皆減、光熱水費

が１３万２,０００円の増、修繕料が３３万円の

減などでございます。役務費は２７万３,０００

円の減で、公金取扱手数料の減などでございま

す。委託料は２７８万５,０００円の増で、主な

要因は、米飯保温食缶洗浄殺菌委託料が４０万

８,０００円の増、塵芥運搬業務委託料が５２万

円の増、学校給食調理業務委託料が１７１万６,

０００円の増、学校給食運搬業務委託料が１７

万９,０００円の増、給湯ボイラー保守点検業務

委託料が２０万６,０００円の減などでございま

す。備品購入費は皆増で、内容は粉末消火器１

９本を購入するものでございます。扶助費は１,

１６６万円の減で、準要保護児童生徒給食扶助

費が２３７万８,０００円の増、多子世帯児童生

徒給食扶助費が皆減でございます。準要保護児

童生徒給食扶助費につきましては、給食費改定

による増、多世帯児童生徒給食扶助費につきま

しては、無償化による減でございます。 

 続きましてナンバー２、学校給食物価高騰支

援事業費でございます。負担金補助及び交付金

は、物価高騰対策学校給食費無償化補助金とし

て９,８９７万５,０００円の増でございます。 

 以上、簡単ではございますが令和７年度予算

の説明を終わります。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

より質疑を行います。 

 中川委員。 

○中川委員 学校給食の、要は今は物価高騰で

給食費は材料とかそういうのが上がってきてい

ますよね。今回は国からの物価高騰とかの対策

のお金が町に入ったため、学校給食費を１年間

まず無償化ということで今やっていますよね。

だけどこの国からのお金がなくて給食費に充て

なかった場合、給食費を上げるという話も出て

いましたよね。この中でいくと、給食を作るに

あたってどれくらい昨年に比べて上がっている

のかというのをお知らせ願いたいと思います。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 それでは、御質問

にお答えいたします。学校給食費のほうなので

すけれども、児童生徒の給食費は無償化にして

おりますけれども、この４月から給食費は値上

げいたします。それは例えば教職員ですとか、

その他職階ですとか、そういった方に対する給

食費は値上げする方向になっています。それで

昨年試算したところによりますと、１,７００万

円ぐらいを見込んだ値上げをするところでござ

います。 

 以上でございます。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほか質問はありますか。 

 川上委員。 

○川上委員 ナンバー１の需用費の修繕料、こ

れは毎年２００万円以上計上している予算に

なっているのですけれども、自動車修繕料減の

修繕料ということですけれども、この毎年２０

０万円以上何にかかっているのか、中身を教え

てください。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 修繕料ですけれど

も、こちらのほうはほとんどが調理器具の修繕

料でございます。例えばコンテナですとか、そ

れ以外にもスライサーの刃ですとか、大きな真

空冷却機等もございますので、そこの修繕が必
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要になったりした場合には結構大きな金額が出

ますけれども、毎年１７０万円ぐらいは全て調

理器具の修繕料でございます。 

 以上です。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 この括弧書きでいっても自動車修

繕料と書いているから。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 すみません。自動

車のほうは毎年車検代３台ございますので、そ

の車検代と、令和７年度に関しましては３台中

２台バッテリーがもう弱くなって交換しなけれ

ば駄目だというようなことでその車検の時に言

われておりましたので、それを交換する金額と

いうことでございます。 

 先ほど言いました給食車が３台ありますの

で、車検代だけで約３５万３,０００円、その他

バッテリー交換で約１２万５,０００円、そのほ

か何か突発的な故障が出たときのために給食車

としては５万円見ておりまして、自動車修繕料

としましては５２万７,０００円、こちらのほう

を見ております。先ほど申し上げたとおり、施

設修繕料として１７０万円見て、合計といたし

まして２２７万７,０００円の予算計上をしてお

ります。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 話を聞いて分かりましたけれど

も、であれば自動車修繕料よりほかの調理器具

とかそちらのほうの予算が多いのですよね。こ

れは書き方だけ工夫してもらいたいです。 

○上野委員長 今のは質問ですか。 

○川上委員 質問です。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 財政課のほうとか

ともどのようにするか話をしていきたいと思い

ます。 

○川上委員 自動車修繕料より器具とかの修繕

のほうが多いですよね。 

○福永学校給食センター長 そうですね。多い

ですね。分かりました。この様式の中でという

話ですか。 

○川上委員 そうです。 

○福永学校給食センター長 分かりました。そ

ちらのほうは訂正したいと思います。 

○上野委員長 よろしいですか。 

○川上委員 暫時休憩してもらっていいです

か。 

○上野委員長 では暫時休憩します。 

午後 ２時０８分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１２分 再開 

○上野委員長 休憩中にいろいろ御意見があり

ました。そういう意見を反映させて、今後の予

算編成に臨んでいただきたいなと思いますけれ

ども、どうでしょう。よろしいですか。そうい

うことで、では委員会を再開いたします。 

 そのほか質問はございますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー１なのですけれども、多

子世帯への児童生徒給食扶助費で０円で給食費

無償化のためと書いているのですけれども、昨

年度の実績を入れておいたほうがいいと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 こちらの共通様式

のほうに入れるという形で再度提出というよう

な形でよろしいでしょうか。分かりました。そ

のような形で再提出いたします。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほかありますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 まず１回目はナンバー２なので

すけれども、事業予算額が９,８９７万５,００

０円、特定財源が８,８８７万７,０００円とい

うことで、補助率的には９割程度入ってくると

いうことで、残り１割は一般財源ということで

よろしいでしょうか。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 ナンバー２のほう

に関しましては、この差額が一般財源から支出

というような形になります。 

○上野委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 ナンバー１なのですけれども、
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特定財源、１,１００万円入っているのですが、

これは去年聞いた時に４月分の給食費の集金関

係が間に合わないので４月分の運転資金みたい

な形だったと思うのですけれども、これは無償

化対策をやって給食費を取らないという状態で

もこの１,１００万円というのは必要なのでしょ

うか。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 この１,１００万円

の部分に関してなのですけれども、給食費無償

化の部分ではあるのですけれども、そこが５月

に入りましたらマスターを作らなければいけま

せんので、そうしないと実際の人数が確定しな

いものですから、実際に確定して補助金を月ご

とに頂く形になりますので、その場合になった

としても大体５月の末ぐらいにしか補助金が計

算できないものですから、この１,１００万円を

今年度もつけている状況になっております。 

 以上です。 

○上野委員長 佐々木委員、よろしいですか。 

 そのほかありますか。 

 田村委員。 

○田村副委員長 １点だけ。詳しい数字は不要

ですけれども、まず今年の２月から給食費が１

４か月間無償化ということで、これで確認した

いのですけれども、これは後はもうずっとおそ

らく無償化が続いていけば取ることはないと思

うのですけれども、今１月の末現在で令和６年

度の給食費の未納があるのかどうか、そこをも

し金額が分かればいいのですけれども、分から

ないのであればあるなしで結構ですので、よろ

しくお願いします。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 未納はございま

す。ただ、未納を少なくするためにやはり督促

状を出したりするような形でなるべく未納がな

くなるような形で事務は進めております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 田村委員。 

○田村副委員長 令和８年度から公会計に移行

するという話になれば、当然その作業だとかは

出てこないのですけれども未納分の対策という

のはずっと残っていくわけですけれども、そこ

ら辺は解消できる見通しはあるのでしょうか。

例えば準要保護だとかというのは国のほうから

補助金が入ってきますけれども、普通の人の方

の突発的な何かの家庭の事情でということで未

納になる場合もあると思うので、そういった場

合に解消できるのかどうか、そこら辺の考え方

を教えてください。 

○上野委員長 学校給食センター長。 

○福永学校給食センター長 解消の部分でござ

いますけれども、当然先ほど田村委員がおっ

しゃったとおり令和８年４月の公会計に向けて

進めているところでございまですけれども、今

後町も内部の協議をしながらなるべく解消でき

るような形では進めていきたいとは考えており

ます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほかありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、以上で学校

給食センターに対する審査を終了いたします。

学校給食センター長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時１７分 休憩 

────────────── 

午後 ２時３６分 再開 

○上野委員長 それでは、休憩前に引き続き再

開いたします。 

 商工観光課の質疑を行います。商工観光課

長、御苦労さまです。説明をお願いします。 

 商工観光課長。 

○岩上商工観光労働課長 それでは、昨日の私

のほうで正確に質問に対する答弁ができなかっ

た内容について、今回時間を頂きましていろい

ろ調べさせていただき、資料としてまとめさせ

ていただいたものをお配りしておりますので、

それに基づく説明をしてまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 この内容につきましては、役場ＯＢ職員の方

でその当時を知る方々をこちらのほうでいろい

ろ調べさせていただいて、その御助言を頂いた
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内容も盛り込まれておりますので、御了承いた

だきたいと思います。 

 まず柳街路街路樹消毒剪定業務委託料につい

てということでございます。柳植栽の経過でご

ざいます。昭和４８年、大沼地区に旧大洋ホテ

ルが建設された当時、町は当該ホテルの事業に

関わる３事業者からの寄附を１,０００万円受け

ております。事業者名については記載のとおり

となっております。目的は、大沼公園一帯の美

観のため街路樹を植栽することを希望するとい

うものでございました。昭和４９年に北海道函

館土木現業所へ植栽について申請し、同年承認

通知を受け、植栽後から現在に至るまでの間は

町の管理で所属及び選定を実施している状況で

ございます。 

 詳細につきましては、植栽の時期は昭和４９

年６月から７月にかけて。委託事業者は記載の

とおりでございます。植栽場所については、大

沼トンネルの北側、道道大沼公園線、大沼公園

駅までの区間ということでございます。植栽樹

種については、シダレヤナギ。植栽本数は、そ

の当時５００本を植栽しております。 

 令和７年度の予算の内容でございます。柳街

路街路樹消毒剪定業務委託料として３７万４,０

００円を計上させていただいております。この

管理の対象本数は２１本。これについては隔年

実施で管理のほうをさせていただいている状況

です。積算の内訳は、下記のとおりとなってお

ります。 

 最後になりますけれども、この柳の木につき

ましては約５０年の年月を経て害虫被害による

立ち枯れなどで現在２１本まで減少していると

いう状況でございます。説明については以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。これ

についての質問はございますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 確認なのですけれども、昨日の

質問をした中で所有地については北海道の敷

地、それについては北海道から昭和４９年に承

認を得ているということで、承認を受けている

ため権原については七飯町が有しているから七

飯町がその街路樹について消毒・剪定を行うと

いうことでよろしいですか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工観光労働課長 この柳の木について

は七飯町の持ち物ということでこれまで管理し

ている状況ということで確認しております。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。 

 そのほか質問はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、この商工観

光課への質問はこれで終わらせていただきま

す。商工観光課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４０分 休憩 

────────────── 

午後 ２時４１分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 以上で議案第８号から議案第１３号まで全て

の説明と質疑は終了いたしました。 

 次に、町長への総括質疑についてお諮りいた

します。皆さんの御意見を頂きたいと思いま

す。町長質疑についてどうでしょうか。実施す

る方向でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 それでは、どのように、いつや

るかという問題がありますので、それについて

お諮りしてまいります。まず、このまま総括質

疑についてどのような内容を質問していくかと

いうことまで含めた論議をするか、それとも明

日、明後日とか、そういう時間をおいて後で出

していただいて論議していくということにする

か、どちらかをお諮りたいと思います。 

御意見ありますか。 

○上野委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時４２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時４６分 再開 

○上野委員長 休憩中にいろいろ伺ってまいり

ました。委員会を再開いたします。 

 今の感じでは明日までにできれば町長総括の
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文章を各自から出していただくということと、

それから１００条は明日実施するという方向に

なりましたけれども、それでよろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 それでは、委員会はこれで終わ

ることになりますけれども、そういうことを確

認して終わりたいと思います。どうも御苦労さ

までした。 

午後 ２時４７分 延会 
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